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中国への入 時入国時のビザ及び居留証 いについて    

 

中国への入国及び、就労の際に必要なビザや居留証の手続について、2013年 7月 1日よ

り《中華人民共和国出境入境管理法》（主席令第五十七号）が正式施行となり、また 7月 12

日付けで《中華人民共和国外国人入境出境管理条例》（国務院令第 637号）が 9月 1日施行

として発布されました。変更点も含めて以下内容を紹介します。 

 

１    ビザのの 類種類、居留証の種類    

外国人の中国入国に際し、外交／礼遇／公務ビザといった特殊なビザのほかに普通ビザ

がありますが、この普通ビザが現行の 8種類から 12種類に増えました。 

・F（訪問）ビザの範囲は交流、訪問、視察等の活動 

・Mビザ 従来の Fビザと区別し商業貿易活動を行う場合として新たに設置されました。 

・L（旅游）ビザはこれまで観光、親族訪問を含んでいましたが、旅行は L（または団体 L）

ビザ、Q1と Q2（「家庭团聚」）、S1と S2（「私人事務」）等詳細に分類されました。 

・R（「人材」）外国（優秀）人材ビザとして新たに設置されました。 

 

なお、一般旅券を所持する日本人は中国に入国した日から 15日以内はビザが免除されま

す。一方、居留許可は就業類、学習類、記者類、家族居住類（「团聚」）、私的事務類（「私

人事務」）に分類され、相応するビザで入国後 30 日以内に居留証取得申請手続を行わなけ

ればならないとされています。 

 

２    人日本人の就就業許可と居留許可のの 続手続について    

日本人が本社から職務を任命され派遣される、或は現地で雇用される等して、中国国内

の機構に勤務する場合、就業と居留の許可に関する手続は一般的に以下のような手順で行

われます。 

１．労働局への登録手続（新設機構の場合） 

２．労働局への就業許可申請取得 

３．外事弁公室での招聘状（「邀请函」）の申請取得 



４．中華人民共和国駐日本国大使館での Zビザ申請取得 

５．外国人臨時住所登録手続 

６．公安分局での居留許可の申請、面談の実施 

７．労働局での就業証の申請取得 

８．公安局での居留証の申請取得 

 

・ 手続所要日数は招聘状取得まで 1ヶ月程度、Zビザ入国後 1ヶ月を見込む必要がありま 

す。（招聘状取得に更に時間を要する地域がありますのでご注意ください） 

・ 健康診断は労働局への就業許可申請時に提出することとなっています。申請地域の指  

定病院で受診するか、日本の指定病院で受診したものを申請地域の指定病院に提出し 

確認される必要があります。 

・ 招聘状（邀请函）には、申請者の Zビザ申請先が明記されています。香港の身分証（香 

港 ID）を持つ日本人であれば、中華人民共和国外交部駐香港特別行政区特派員公署を 

申請し、香港にて Zビザを申請することができます。 

・ Zビザ取得後中国に入国する際は、誤ってノービザで入国してしまわないよう、必ず入 

国カードに Zビザの番号を記入し Zビザに基づいて入国する必要があります。 

・ この Zビザは記載された入国期限までに入国しなければならず、入国は 1回限り許可 

され、居留許可申請期限は 30日です。つまり Zビザ入国後は速やかに居留許可申請を 

進めなければならず、取得までは出国できませんのでご注意ください。 

・ 居留許可申請時、公安局は受理書（「受理回执」）を発行し、記載された有効期間内に 

発行の可否を回答するとされています。以前ですと申請日を除く 5営業日目を取得予 

定日として記載していた現行措置よりも長い最大 15営業日を見込む必要があります。 

この間、国外移動はできませんが、中国国内移動についても、高速鉄道や飛行機、ホ 

テル利用についてはパスポートが必要なため、この受理書（「回执」）をパスポートの

代わりとして、移動宿泊が問題ないか、中国国内移動出張に影響が出ないように、事

前に確認することをおすすめします。 

・ 現地拠点の初回ビザ申請においては公安局より人員が派遣され会社の所在地確認があ 

ると共に、会社で面談が行われます。 

・ 居留証を更新する場合、有効期限の 30日前までに申請を提出する必要があります。居 

留証更新の前に、就業証の更新が必要です。居留証審査の所要日数は同じく 15営業日 

とされており、余裕を持ち申請開始できるようスケジュールを見込む必要があります。 

・ 離職或は勤務地域を変更した場合、当地の就業証の抹消手続を行います。 

 

３    登宿泊登記    

外国人が中国国内のホテルに宿泊する場合、ホテルは宿泊登記を行い、所在地の公安機

関に外国人宿泊登記情報を報告しなければならないとされています。 



また、外国人が中国国内に居住或は宿泊する場合、24 時間以内に本人或は宿泊させる者

が居住地の公安機関にて登記しなければならないとされています。 

 

４    規処罰規定    

次の場合は違法居留とされます。 

(1) ビザ、滞在・居留許可の規定する期限を超えて滞在する場合 

(2) ビザ免除で入国した外国人が免除期間を超えても滞在許可手続を行わず滞在する場合 

(3) 外国人が限定された居留区域外で活動する場合 

(4) その他違法居留の情況 

 また、次の場合は違法就労とされます。 

(1) 就業許可や就業証を規定どおり取得せずに中国国内で就業する場合 

(2) 就業許可の限定する範囲を超えて中国国内で就業する場合 

(3) 外国留学生が規定の範囲或は期限を超えて中国国内で就業する場合 

 

外国人の違法居留に対し、警告を与え、事情が厳重な場合、違法居留 1日当たり 500元、

総額 1万元を超えない罰金に処するか或いは 5日以上 15日以下の間、拘留するとされてい

ます。また、外国人の違法就労に対し、5千元以上 2万元以下の罰金に処し、事情が厳重な

場合、5日以上 15日以下の間拘留し且つ 5千元以上 2万元以下の罰金が科されます。違法

に外国人を雇用する企業は、1人 1万元、総額 10万元を超えない罰金を科されます。 

 

以 上 


